
◎
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び

教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
法
律
第
六
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日
・
衆
議
院
文
部
科
学
委

員
会

）

○
渡
海
国
務
大
臣

こ
の
た
び
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
公
立
義
務

教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
、
学
校
教
育
法
が
改
正
さ
れ
、
学
校
の
組
織
運
営
体
制
の
充
実
を

図
る
た
め
、
主
幹
教
諭
を
学
校
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。こ

の
主
幹
教
諭
を
置
く
小
学
校
、
中
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校
の
前

期
課
程
の
う
ち
、
当
該
学
校
が
抱
え
る
課
題
が
大
き
く
、
主
幹
教
諭
が
担

う
業
務
の
量
が
特
に
多
い
学
校
に
お
い
て
は
、
教
職
員
の
数
を
加
算
す
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
負
担
を
軽
減
し
、
主
幹
教
諭
が
学
校
の
運
営
上
期
待

さ
れ
て
い
る
役
割
を
十
分
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
公
立
の
小
学
校
等
に
お
け

る
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
れ
ら
の

学
校
に
関
す
る
教
職
員
定
数
の
算
定
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す

と
、
主
幹
教
諭
を
置
く
小
学
校
等
の
運
営
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
特
別
の

配
慮
を
必
要
と
す
る
事
情
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
、

教
職
員
の
数
を
加
算
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
成
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
）

○
佐
藤
茂
樹
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
昨
年
改
正
さ
れ
た
学
校
教
育
法
に
お
き
ま
し
て
、
学
校
の
組
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織
運
営
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、
主
幹
教
諭
を
学
校
に
置
く
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等

教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
お
け
る
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た

め
、
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
れ
ら
の
学
校
に
係
る
教
職
員
定
数
の
算
定
に
関

す
る
特
例
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
三
月
十
四
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
月
十
九
日
渡
海
文

部
科
学
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
去
る
二
十
一
日
質
疑
を

行
い
、
討
論
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
文
教
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
）

○
関
口
昌
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
教
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
前
期

課
程
に
お
け
る
教
職
員
の
配
置
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
主
幹
教
諭
を
置

く
こ
れ
ら
の
学
校
の
運
営
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
特
別
の
配
慮
を
必
要
と

す
る
事
情
の
あ
る
場
合
に
教
職
員
の
数
を
加
算
す
る
こ
と
と
す
る
規
定
を

整
備
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
主
幹
教
諭
の
役
割
と
定
数
加
配
措
置
の
効

果
、
教
員
給
与
の
在
り
方
、
更
な
る
定
数
改
善
と
教
育
予
算
拡
充
の
必
要

性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ

て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
）

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て

特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
習
熟
度
別
指
導
や
少
人
数
教
育
の
拡
充
、
教
員
の
事
務
負
担
軽
減
、

改
訂
学
習
指
導
要
領
の
円
滑
な
実
施
等
を
図
る
た
め
、
教
職
員
定
数
の

改
善
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
平
成
二
十
年
度
予
算
で
措
置
さ
れ
る
、
千
百
九
十
五
人
の
定
数
改
善

措
置
・
七
千
人
の
非
常
勤
講
師
配
置
・
学
校
支
援
地
域
本
部
事
業
に
つ

い
て
、「
子
ど
も
と
向
き
合
う
時
間
の
確
保
」
に
ど
の
程
度
効
果
が
あ
っ

た
か
、
そ
の
検
証
に
努
め
る
こ
と
。

三
、教
職
の
専
門
性
・
重
要
性
を
踏
ま
え
立
法
化
さ
れ
た「
人
材
確
保
法
」

の
意
義
は
、
大
量
退
職
・
大
量
採
用
時
期
を
迎
え
た
今
日
、
ま
す
ま
す

高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
教
員
給
与
の
充
実
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び
教
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法
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に
努
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
四
十
年
前
と
比
較
し
て
増
大
し
て
い
る

超
過
勤
務
の
実
態
を
踏
ま
え
た
、
給
与
措
置
と
そ
の
た
め
の
財
源
確
保

に
努
め
る
こ
と
。

四
、
平
成
二
十
年
四
月
の
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
の
完
全
実
施
に
当
た
っ

て
は
、
管
理
者
に
よ
る
過
重
労
働
の
対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。
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